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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。

 広島市安芸区内の男性(80歳代)は，役所を名乗る男から電話で，  

 「高額医療費の還付金がある。」 

 「キャッシュカードを持って，スーパーのＡＴＭへ行って。」 

などと言われ，近くのスーパーのＡＴＭへ行った。 

 その後，男性は，携帯電話で犯人の指示を受けながら，広島信用金庫の

キャッシュカードを使用してＡＴＭを操作したが，ＡＴＭでの利用制限の対

象者であったため，振込を利用することができなかったことにより被害が未

然に防止されたもの。 

 平成29年３月21日から， 

      広島信用金庫，呉信用金庫，しまなみ信用金庫，広島みどり信用金庫 

では，還付金詐欺の防止のため，同金庫の預金者のうち 

   70歳以上でかつ 

      過去１年間キャッシュカードによる振込をしたことがない方 

については，キャッシュカードによるＡＴＭでの振込ができないもの（振

込は窓口での対応）。 

   還付金詐欺被害を阻止！！ 

ＡＴＭ利用制限により 

状況 

 金融機関におけるＡＴＭの利用制限の取組は，還付金詐欺の被

害防止のため，警察からの要請により実施されております。 

 ご理解とご協力をお願いします。 

ＡＴＭの利用制限について 

警察からのお願い 


